
ッ ュ東京都
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　 とは ・・・教育ダ
ッ

シ
ュ

ボー
ド

「学習データ
（

M
や

「校務データ
（

成
績・

出欠席等）」などの
「教育デー

タ
」を集
約・

可視化
し

、分析を行
う

教
員・

教育委員会用のシステムです。
教育ダ
ッ

シュボー
ド

を効果的に活用するこ
と

で、先生は生徒の状況に応
じ

た
きめ細かな指導を実践
し

、一人ひと
り

の力を最大限に伸ばすこ
と

ができます。
今回は、教育
ダッ

シュボー
ド

を運用するに当た
り

実施している様々な取組を説明
し

ます。

～ 安 全 性 の 確 保
な

どに向けた取組について～



適切に教育デー
タ

を利活用
し

て
いま

す！

児
童・

生徒の個人デー
タ

を見る
こ

と
ができるのは在籍学校の教員のみです。

教育委員会では個人
を

特定できない
統計データ
と

して利活用
し

ます。

教育ダ
ッ

シ
ュ
ボー
ド

では、学習支援サービ
スと
し

て利用して
い る

M
利用状況のみ
を

取得
し

ます。他のアプ
リ

の
利用状況や、
イ

ンターネ
ッ

トにおけ
る

検索
履歴などは取得
し

ません。

児
童・

生徒、保護者が教育ダ
ッ

シ
ュ
ボー
ド

に
よる教育データ の分析を望まない場合、
いつで
も

その旨を
申し

出
るこ

とができま
す。申出に基づき、該当生徒のデータを分析

対象か
ら

除外
し

ます。

都立学校や教育委員会は「東京都教育ダ
ッ

シ
ュ
ボー
ド

における
教育デー
タ

取扱い方
針」

に基づいて、以下の取組
のと

お
り

デー
タ

の閲覧権限は必要最小限に設定

児
童・

生徒のプ
ラ

イバシーに最大限配慮

分析を望まない生徒等への対応について

できるのは在籍学校の教職員のみです。



月 日 

１ 個人情報保護法
に

基づ
く

教育デー
タ

の取扱い
　ダ

ッ
シ
ュ

ボー
ド

では、教育デー
タ

を仮名化
し

て保持す
る

。
た

だ
し

、教育委員
会・

学校におい
て

は、所
持
し

て
いる

他の情報
と

容易に照合す
る

ことができ、個人の特定
が

可能
で

あること
か ら

、個人情報保
護法第二条第 項第 号の「個人情報」と

し
て取

り
扱
う

。

２ 対象校
　都立高等学校（通信制課程

を
除
く

）、都立中学校、都立中等教育学校、都立小学校

３ システム利用者
　対象校の教員及

び
東京都教育委員会職員

４ 取
り

扱
う

教育データ
　校務系情報（生徒等の生年月、所在区市町村、出欠席、定

期考
査点数、科目の評
価・

評定、所属す
る委員会、部活

動、そ
の他生徒等の基礎情報に係

る
もの）及

び
学習系情報（学習支援サー

ビ
スと
して利用

し
て
いる

M icrosoftOffi ロ
グ情報）

５ 利用目的

ッ
シ
ュ

ボー
ド

内の生徒等の教育デー
タ

は、地方教育行政の組織及
び

運営に関す
る

法律第二十
一条（教育委員会の職務権限）五に掲げ

る「
教育委員会の所管
に

属す
る

学校の組織編制、教育課
程、学習指導、生徒指導
及び

職業指導に関する
こ

と」
を

遂行するため
に

、以下の目的
で

利用す
る

。
ア 生徒等の情報を分析

し
て得

ら
れ
た

課題
に

応
じ

た、生徒等
に

対す
る

学習指導、進路指導及
び

生
活指導の実施

イ 学校内の
ク

ラス等の集団や学校全体の情報
を

分析
し

て得
ら

れ
た

課題
に

応
じ

た、指導方法の
検討及
び

学校経営の改善

タ
を基

に
統計的に加工
し

た情報は、教育施策の立案に利用
する

。

６ 教育デー
タ

の蓄積開始時期
　分析対象

と
な
る

教育デー
タ

は本方針
を

公表
し

た後
に

蓄積
を

開始す
る

。

７ 教育デー
タ

の保持期間
　学校教育法施行規則におけ

る
指導要録の様式
２

(指導
に

関す
る

記録
)

の保存期間
に

準
じ

、生徒等
の卒業後 年間、教育デー

タ
を保持す

る
。

８ 分析
を

望
ま

ない生徒等への対応
　生徒等、保

護
者がダ
ッ

シ
ュ

ボー
ド

に
よ

る教育デー
タ

の分析
を

望
ま

ない場合、いつ
で

もその旨
を

申
し出

る
こと
が で

きる。申出に基づ
き

、該当生徒等のデー
タ

を分析対象か
ら

除外す
る

。

教育ダ
ッ

シ
ュ

ボー
ド

で
取り

扱
う

教育デー
タ

の種類や利用目的等は、
「東京都教育ダ

ッ
シ
ュ

ボー
ド

におけ
る

教育デー
タ

取扱い方
針」

に整理
し

、公開
し

て
いま

す。

全文は
こ

ち
ら

から ▶ https://infoedu.metro.Tokyo.lg.jp/doc/D ashboard
_ 

guidance.pdf

東京都教育ダ
ッ

シ
ュ

ボー
ド

におけ
る

教育デー
タ

取扱い方針

　校務系情報 ( 生徒等の生年月、所在区市町村、出欠席、定期考査点数、科目の評価・評定、所属
する委員会、部活動、その他生徒等の基礎情報に係るもの ) 、学習系情報 ( 学習支援サービスとし
て利用している Microsoft Office365 のログ情報 ) 及び民間事業者が実施する模擬試験の結果情報

　学校教育法施行規則における指導要録の様式２( 指導に関する記録 ) の保存期間に準じ、生
徒等の卒業後５年間、教育データを保持する。

対象校の教職員及び東京都教育委員会職員

附則
　　この方針の第４条の改定は、令和８年４月１日から施行する

全文は、教育ダッシュボード特設ページから！ ▶ https://infoedu.metro.tokyo.lg.jp/edudata.html

都立高等学校 ( 通信制課程を除く )、都立中学校、都立中等教育学校、都立小学校

　ダッシュボードでは、教育データを仮名化して保持する。ただし、教育委員会・学校においては、
所持している他の情報と容易に照合することができ、個人の特定が可能であることから、個人情

分析対象となる教育データは本方針を公表した後に蓄積を開始する。

　生徒等、保護者がダッシュボードによる教育データの分析を望まない場合、いつでもその旨を申
し出ることができる。申出に基づき、該当生徒等のデータを分析対象から除外する。



【問合せ先】
　

東京都 教育庁 総務部 デジ
タ

ル推進課
　

教育デー
タ

活用担当
　

TEL:

コンセ
プ ト

ムー
ビ

ー公開！
「教育

ダ
ッシュボ
ー ド

」

https://youtu.be/qjKmjuM

中学生の皆
さ

んへ

_ 
Q FzU

https://youtu.be/zG BsfW xPNmc https://youtu.be/lj G

https://infoedu.metro.tokyo.lg.jp/k yoikudata.html

下記のウ
ェ

ブサイ
ト

では、
「 東 京 都 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 」 の 詳 細 や 、

そ の 他 の ム
ー ビ

ー な ど が ご 覧 い
た だ

け
ま

す。
教育ダ
ッ

シ
ュ

ボー
ド

高校生の皆
さ

んへ

https://youtu.be/ljGSB89U15w https://youtu.be/zGBsfWxPNmc

https://youtu.be/qjKmjuM9LRI https://youtu.be/PE2J_3OQFzU

https://infoedu.metro.tokyo.lg.jp/kyoikudata.html

https://youtu.be/ljGSB89U15w
https://youtu.be/zGBsfWxPNmc
https://infoedu.metro.tokyo.lg.jp/kyoikudata.html
https://youtu.be/PE2J_3OQFzU
https://youtu.be/qjKmjuM9LRI

